
 公道に面している擁壁又はがけ地
※狭あい道路に面している場合、狭あい道路の拡幅整備を実施すること

 工事後の擁壁の高さが２ｍを超えること
 新たに造る擁壁が、建築基準法・盛土規制法等に定める基準に適合すること

安全性に問題のある擁壁の造り替え工事やがけ地に擁壁を新設する工事の
費用の一部を補助します。（補強工事や補修工事は除く）

 擁壁又がけ地を有する土地の所有権、地上権等を有する者（法人は除く）
（共有者がいる場合は、全員の同意を得ていること）

 補助する擁壁について、同様の他の補助金を受けていない者
  区市町村税を滞納していない者
  業として、宅地建物取引を行っていない者

概 要

対 象 事 業

申 請 者

安全性に問題のある擁壁 がけ地

① 増積み擁壁 ② 安全性の低い擁壁

① 建築基準法に適合しない擁壁（増積み擁壁、大谷石擁壁など）
② 国土交通省「我が家の擁壁チェックシート」で総評点が5.0以上の擁壁
③ 地表面が水平面に対して、30度を超える角度の土地

補 助 額

擁壁改修等補助金擁壁改修等補助金

③ 自然がけ

 対象工事費の３分の１以内 かつ 上限額 ３００万円

擁壁設置費 解体撤去費 樹木の伐採・伐根
※がけ地で新設擁壁に干渉する範囲

・ ・

（出典：①②被災宅地の調査・危険度判定マニュアル、③世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針）

公 道 に 面 す る 敷 地

( )工事施工業者等への
「委任払い」も利用できます



世田谷区 防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進担当

０３－６４３２－７１５８ FAX ０３－６４３２－７９８２

世田谷区玉川一丁目２０番１号（二子玉川分庁舎Ａ棟２階Ａ２２）

～ お問い合わせ先 ～

※ 申請内容の変更や事業の中止等が生じる場合は、別途手続きが必要となります

工事施工者等 申請者
世田谷区

市街地整備課
確認検査機関
又は区担当所管

新設・造り替えの検討・相談

事前協議（第１号様式）

現 地 確 認

構造等の相談

確認済証等

交付申請
（第２号様式）

審 査

交付決定通知

工事完了届
（第９号様式）

工事請負契約等の締結

工事着手届
（第５号様式）

工事完了

審 査

金額確定通知

交付請求
（第11号様式）

審 査

補助金交付

検査済証

申 請 手 続 き

事前協議をする前に確認しましょう

【前提条件】 安全面で心配な擁壁又はがけ地がある
【対象事業】 公道に面しており、工事後の擁壁の高さが２ｍを超える
【申 請 者】 土地の所有権等を有し、法人でない

※ 交付申請から補助金交付まで、同一年度内に完了となるよう計画をお願いします

受 理

受 領

ホームページ

※ 補助金の交付を受けて効用の増加した財産について、補助金の交付日より10年間、この補助金交付
   の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にすることは原則としてできません。
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